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ホ
ッ
ト
・
イ
シ
ュ
ー

二
〇
〇
六
年
は
、
新
た
な
労
働
時
間
制
度

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
議
論
が

白
熱
し
た
。「
自
律
的
労
働
時
間
制
度
」、
い

わ
ゆ
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ

ョ
ン
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン

は
、
働
く
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

る
の
だ
ろ
う
か
。
労
働
時
間
管
理
が
大
幅
に

緩
和
さ
れ
た
労
働
者
を
増
や
す
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
た
ち
の
基
本
給
を
上
げ

な
い
限
り
、
制
度
導
入
以
前
の
残
業
手
当
が

減
少
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
労
働
組
合

は
反
対
し
て
い
る
。
し
か
し
経
営
者
側
の
主

張
を
少
な
く
と
も
理
論
的
に
全
否
定
す
る
の

も
難
し
い
。
一
部
の
労
働
者
の
仕
事
の
成
果

と
は
、
必
ず
し
も
労
働
時
間
の
長
さ
に
比
例

し
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
労
働
者
に

対
し
て
労
働
時
間
管
理
を
緩
和
す
る
の
は
当

然
で
あ
る
と
・
・
・
。

こ
こ
で
は
、
今
後
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・

エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
な

労
働
者
層
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
す
で
に

労
働
時
間
管
理
が
か
な
り
緩
や
か
な
人
々
の

労
働
時
間
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、
様
々
な
角

度
か
ら
検
討
し
た
い
と
思
う
。
初
め
に
、
ア

メ
リ
カ
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
紹
介
し
、
次
に
日
本
の
管

理
監
督
者
、
裁
量
労
働
制
の
適
用
対
象
者
と

い
っ
た
「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」

の
労
働
時
間
を
紹
介
す
る
。

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
が
こ
こ

で
の
考
察
対
象
は
、
今
後
日
本
で
ホ
ワ
イ
ト

カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
が
適
用
さ
れ

得
る
人
々
で
は
な
く
、
す
で
に
労
働
時
間
管

理
が
一
般
の
労
働
者
に
比
べ
て
か
な
り
緩
や

か
に
な
っ
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・

エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン

当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
諸
外
国
に
も
、

原
則
的
に
労
働
時
間
を
管
理
さ
れ
な
い
人
々

は
存
在
す
る
。
管
理
職
や
自
ら
の
裁
量
で
業

務
を
遂
行
で
き
る
人
に
、
労
働
時
間
を
細
か

く
管
理
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
考
え
は

い
ろ
い
ろ
な
国
に
根
付
い
て
い
る
。
し
か
し
、

対
象
者
の
範
囲
や
条
件
な
ど
は
、
国
に
よ
っ

て
違
う
。

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
報
告
書
（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
・

二
〇
〇
五
）
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の

労
働
時
間
制
度
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を

紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
を
読
ん
で
考

え
る
と
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
や
実

態
は
、
現
在
の
日
本
の
議
論
に
あ
ま
り
参
考

に
な
ら
な
い
よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
、
ド
イ

ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
対
象
者
が
か
な
り
限
定

さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
が
今
後
、
大
幅
に
拡

大
す
る
こ
と
も
な
さ
そ
う
だ
か
ら
だ
。
し
か

し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
す
で
に
か
な
り
の
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
が
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン

（
労
働
時
間
の
適
用
除
外
）
の
対
象
者
に
な

っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
裁

判
例
も
豊
富
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
若
干
、
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ

ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
紹
介
し
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
労
働
長
官
規
則
で
は
、
ホ
ワ

イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
を
三
種

類
に
分
類
し
て
い
る
。
①
管
理
職
エ
グ
ゼ
ン

プ
ト
、
②
運
営
職
エ
グ
ゼ
ン
プ
ト
、
③
専

門
職
エ
グ
ゼ
ン
プ
ト
で
あ
る
。
①
、
②
、
③

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
週
当
た
り
四
五
五

㌦
以
上
の
俸
給
が
共
通
の
要
件
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
上
で
、
①
に
つ
い
て
は
、
管
理
職

と
し
て
二
人
以
上
の
部
下
が
い
る
こ
と
と
か
、

採
用
や
解
雇
な
ど
の
人
事
権
を
持
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
が
条
件
と
な
る
。
②
に
つ
い
て
は
、

職
務
遂
行
が
自
由
裁
量
的
で
か
つ
独
立
し
た

判
断
で
で
き
る
か
ど
う
か
な
ど
が
条
件
と
な

る
。
③
に
つ
い
て
は
、
長
期
の
教
育
で
獲
得

し
た
高
度
な
知
識
を
必
要
と
す
る
労
働
、
も

し
く
は
発
明
力
、
創
造
性
な
ど
を
必
要
と
す

る
こ
と
な
ど
が
条
件
と
な
る
。

ア
メ
リ
カ
の
①
（
管
理
職
エ
グ
ゼ
ン
プ

ト
）
は
、
日
本
の
管
理
監
督
者
に
似
て
い

る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
③
（
専
門
職
エ
グ

ゼ
ン
プ
ト
）
は
、
日
本
の
専
門
業
務
型
裁
量

労
働
制
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、
日
米
で
は

異
な
る
部
分
も
大
き
い
。
ま
ず
、
週
当
た
り

四
五
五
㌦
以
上
の
俸
給
と
は
、
年
間
五
二
週

を
掛
け
る
と
、
二
万
三
六
六
〇
㌦
以
上
と
な

る
。
一
㌦
＝
一
二
〇
円
で
換
算
す
る
と
、
約

二
八
四
万
円
だ
。
労
働
基
準
法
上
の
管
理
監

督
者
や
専
門
業
務
型
裁
量
制
の
人
々
に
は
、

収
入
要
件
は
な
い
。
し
か
し
実
態
は
、
最
低

で
も
こ
の
年
収
を
か
な
り
上
回
っ
て
い
る
と

労
働
時
間
管
理
が
緩
や
か
な
？
人
々

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
主
任
研
究
員　

小
倉
一
哉
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思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
収
入
要

件
で
は
、
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
対
象
者
の
幅

は
相
当
広
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

②
（
運
営
職
エ
グ
ゼ
ン
プ
ト
）
は
、
日
本
で

も
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
と
い
う
の
が
あ

り
、
若
干
似
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
企

画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
手
続
き
は
か
な
り

ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
い
わ
れ
て
お
り
、
さ
ほ

ど
普
及
し
て
い
な
い
。

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
で
は
一
九
九
九
年
で
、
雇
用
労
働
者
の

二
一
％
が
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
の
適
用
を
受

け
て
い
る
。
雇
わ
れ
て
働
く
人
の
約
二
割
が

労
働
時
間
の
適
用
除
外
な
の
だ
。
お
そ
ら
く

州
法
で
は
、
連
邦
法
で
あ
る
四
五
五
ド
ル
を

上
回
る
報
酬
要
件
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ

で
も
そ
の
適
用
範
囲
は
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス

に
比
べ
れ
ば
か
な
り
広
い
の
だ
ろ
う
。

雇
用
労
働
者
の
二
一
％
が
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ

ョ
ン
と
い
う
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
、
日
本
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が

ら
、
正
確
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
両
国
の
制
度
が
同
じ
で
は
な
い

し
、
企
業
の
人
事
制
度
も
異
な
る
か
ら
だ
が
、

そ
れ
で
も
多
少
の
目
安
は
提
示
で
き
そ
う
だ
。

厚
生
労
働
省
の
「
賃
金
構
造
基
本
統
計

調
査
」
で
は
、
役
職
別
の
人
数
が
判
明
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
部
長
級
、
課
長
級
の
人

が
全
社
員
に
占
め
る
比
率
は
だ
い
た
い
わ
か

る
（
た
だ
し
、一
〇
〇
人
以
上
の
企
業
の
み
）。

そ
こ
で
、
二
〇
〇
五
年
の
数
字
か
ら
そ
の

比
率
を
算
出
す
る
と
、
部
長
級
で
三
・
四
三

％
、
課
長
級
は
七
・
九
二
％
と
な
る
。
両
者

で
一
一
・
三
五
％
だ
。
こ
れ
に
、
裁
量
労
働

制
な
ど
の
人
も
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
省
の
「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
で
、

「
み
な
し
労
働
時
間
」（
事
業
場
外
労
働
＝

営
業
職
等
、
専
門
業
務
型
裁
量
労
働
制
、
企

画
業
務
型
裁
量
労
働
制
を
合
わ
せ
て
）
の
適

用
労
働
者
割
合
を
見
る
と
、
全
体
の
八
・
〇

％
と
な
る
（
二
〇
〇
五
年
）。「
賃
金
構
造
基

本
統
計
調
査
」
が
一
〇
〇
人
以
上
の
企
業
で
、

「
就
労
条
件
総
合
調
査
」
は
三
〇
人
以
上
の

企
業
を
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
、
正
確
に
合

計
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず

単
純
に
合
計
す
る
と
、
一
九
・
三
五
％
と
な

る
。「
課
長
級
」
と
は
い
え
、
実
際
に
は
労

基
法
上
の
管
理
監
督
者
の
扱
い
を
受
け
な
い

（
要
す
る
に
一
般
社
員
と
同
じ
）
人
も
い
る

は
ず
だ
。
ま
た
、
三
〇
人
未
満
の
企
業
で
は
、

制
度
の
手
続
き
上
、「
み
な
し
労
働
時
間
」

が
適
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
相
対
的
に
低

い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
全
体

の
動
向
に
つ
い
て
は
何
と
も
い
え
な
い
。
し

か
し
、
一
定
規
模
以
上
の
企
業
に
お
い
て
は
、

か
な
り
柔
軟
な
労
働
時
間
管
理
を
適
用
さ
れ

て
い
る
人
が
、
最
大
二
割
弱
、
存
在
す
る
可

能
性
が
あ
る
。

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」

と
は
？

以
下
で
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
の
調
査
結
果
か

ら
、「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
の

状
況
を
紹
介
し
よ
う
（
詳
細
は
、小
倉
一
哉
・

藤
本
隆
史
・
二
〇
〇
七
、
以
降
で
は
こ
の
調

査
を
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
と
呼
ぶ
）。

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
と
は
、

現
行
労
基
法
上
の
「
管
理
監
督
者
」
や
「
み

な
し
労
働
時
間
」
の
適
用
労
働
者
を
念
頭
に

置
い
て
い
る
が
、
同
一
で
は
な
い
。
厳
密
に

は
、「
管
理
監
督
者
」
で
あ
っ
て
も
、
現
行

法
上
、
深
夜
業
は
適
用
除
外
で
は
な
く
、
ま

た
「
み
な
し
労
働
時
間
」
で
あ
っ
て
も
、「
み

な
し
」
の
時
間
が
そ
も
そ
も
法
定
労
働
時
間

を
超
え
て
い
る
場
合
や
、
休
日
・
深
夜
業
に

つ
い
て
は
、
規
制
の
対
象
と
な
る
（
そ
の
分

の
時
間
外
割
増
手
当
の
支
給
が
求
め
ら
れ

る
）。
ま
た
法
令
で
は
、「
管
理
監
督
者
」
に

つ
い
て
、「
労
働
条
件
の
決
定
そ
の
他
労
務

管
理
に
つ
い
て
経
営
者
と
一
体
的
立
場
に
あ

る
者
で
、
名
称
に
と
ら
わ
れ
ず
、
実
態
に
即

し
て
判
断
す
べ
き
」
と
の
通
達
が
あ
り
、
か

つ
、
判
例
で
も
、「
管
理
監
督
者
」
の
具
体

的
な
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
通

常
の
就
業
時
間
に
拘
束
さ
れ
て
出
退
勤
の
自

由
が
な
く
、
ま
た
部
下
の
人
事
や
考
課
に
関

与
し
た
り
銀
行
の
機
密
事
項
に
関
与
す
る
こ

と
も
な
く
、
経
営
者
と
一
体
と
な
っ
て
銀
行

経
営
を
左
右
す
る
仕
事
に
携
わ
る
と
い
う
こ

と
も
な
い
銀
行
の
支
店
長
代
理
」、「
時
間
管

理
を
受
け
て
い
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
レ
ス
ト
ラ

ン
の
店
長
や
カ
ラ
オ
ケ
店
店
長
」な
ど
が「
管

理
監
督
者
」
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る 

（
菅

野
和
夫
・
二
〇
〇
七
）。
な
お
参
考
ま
で
に
、

個
々
の
会
社
に
お
け
る
「
課
長
」
な
ど
の
管

理
監
督
者
が
、
本
来
、
労
働
基
準
法
が
意
図

し
て
い
る
「
管
理
監
督
者
」
の
範
囲
よ
り
も

大
幅
に
広
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
、
と
の
指

摘
も
あ
る
（
島
田
陽
一
・
二
〇
〇
六
）。

「
名
称
に
と
ら
わ
れ
ず
、
実
態
に
即
し
て

判
断
す
べ
き
」
と
は
、
納
得
性
の
高
い
解
釈

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
の
回
答
結
果
か
ら
、
個
々
の
事
例
に
つ
い

て
、例
え
ば
あ
る
課
長
は
「
管
理
監
督
者
」
で
、

別
の
課
長
は
そ
う
で
は
な
い
と
判
断
す
る
の

は
非
常
に
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
の
役
職
の
項
目
で
「
課
長

ク
ラ
ス
」「
部
長
ク
ラ
ス
」
と
な
っ
て
い
る

人
を
対
象
と
す
る 

。

次
に
、
勤
務
時
間
制
度
か
ら
判
断
す
る
。

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
調
査
で
は
「
裁
量
労
働
制
・
み

な
し
労
働
」
に
つ
い
て
は
「
法
律
上
の
適
用

を
受
け
る
専
門
職
、
営
業
職
、
企
画
職
等
を

い
い
ま
す
」
と
注
意
書
き
が
あ
り
、ま
た
「
時

間
管
理
な
し
」に
つ
い
て
は「
裁
量
労
働
制
・

み
な
し
労
働
時
間
以
外
で
、
管
理
職
な
ど
の

場
合
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ

で
は
、「
裁
量
労
働
制
・
み
な
し
労
働
」
と
「
時

間
管
理
な
し
」
を
選
択
し
た
人
を
対
象
と
す

る
。以

上
の
よ
う
に
、「
課
長
ク
ラ
ス
」
以
上

の
管
理
職
、
勤
務
時
間
制
度
で
「
裁
量
労
働

制
・
み
な
し
労
働
」
か
「
時
間
管
理
な
し
」

の
ど
れ
か
一
つ
に
で
も
該
当
す
る
場
合
に
、

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
と
定
義

し
た
。

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」

の
労
働
時
間

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
の

労
働
時
間
を
見
た
も
の
が
、
図
１
で
あ

る
。
一
カ
月
の
総
労
働
時
間
の
平
均
は
、

二
一
〇
・
八
時
間
で
、「
そ
れ
以
外
」
の

一
九
六
・
七
時
間
よ
り
も
約
一
四
時
間
、
長

い
。
ま
た
超
過
労
働
時
間
で
も
、
四
二
・
八

時
間
と
三
七
・
七
時
間
と
な
っ
て
お
り
、
約
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五
時
間
、
長
い
。
管
理
職
や
裁
量
労
働
制
の

適
用
労
働
者
や
営
業
職
な
ど
の
人
が
、
そ
れ

以
外
の
労
働
者
よ
り
も
労
働
時
間
が
長
い
と

い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」

は
、
労
働
時
間
の
長
さ
と
関
連
す
る
別
の
項

目
で
も
違
い
が
あ
る
。
表
１
は
、
所
定
労
働

時
間
を
超
え
て
働
く
頻
度
に
つ
い
て
の
回
答

だ
が
、「
よ
く
あ
る
」
で
六
一
・
三
％
と
、
そ

れ
以
外
の
四
三
・
〇
％
を
約
一
八
ポ
イ
ン
ト

上
回
っ
て
い
る
。
反
対
に
、「
ほ
と
ん
ど
な

い
」
で
は
、
一
一
・
〇
％
と
、
そ
れ
以
外
の

二
二
・
五
％
よ
り
も
一
一
・
五
ポ
イ
ン
ト
低
い
。

労
働
時
間
が
長
い
こ
と
と
、
所
定
を
超
え
て

働
く
こ
と
が
多
い
こ
と
は
、
か
な
り
イ
コ
ー

ル
な
の
だ
。

さ
ら
に
、
表
２
か
ら
仕
事
を
家
に
持
ち
帰

る
頻
度
に
つ
い
て
も
見
よ
う
。
こ
ち
ら
も
、

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
は
、「
よ

く
あ
る
」
一
四
・
三
％
、「
と
き
ど
き
あ
る
」

二
九
・
六
％
、
と
、
そ
れ
ぞ
れ
七
・
五
ポ
イ
ン

ト
、
七
・
六
ポ
イ
ン
ト
、
そ
れ
以
外
よ
り
も

高
く
、
反
対
に
「
ほ
と
ん
ど
な
い
」、「
全
く

な
い
」
で
は
、
四
・
一
ポ
イ
ン
ト
、
一
九
・
四

ポ
イ
ン
ト
低
い
。

以
上
の
よ
う
に
、「
時
間
管
理
の
緩
や
か

な
労
働
者
」
は
、
全
体
的
に
見
て
、「
緩
や

か
で
は
な
い
」
労
働
者
よ
り
も
労
働
時
間
が

長
く
、
所
定
時
間
外
の
労
働
や
、
仕
事
の
持

ち
帰
り
な
ど
も
多
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
回
答
者
が
持
つ
様
々
な
属
性
の
影

響
を
除
外
し
た
上
で
、「
時
間
管
理
の
緩
や

か
さ
」
が
労
働
時
間
に
影
響
す
る
の
か
を
、

計
量
的
に
確
か
め
た
（
小
倉
一
哉
・
藤
本
隆

史
・
二
〇
〇
七
）。

こ
こ
で
は
、
総
労
働
時
間
の
長
さ
に
対
し

て
、
性
別
、
年
齢
、
年
収
、
学
歴
、
職
種
、

勤
務
先
の
業
種
、
勤
務
先
の
従
業
員
規
模
を

考
慮
し
、
そ
の
上
で
、「
時
間
管
理
の
緩
や

か
さ
」
が
影
響
す
る
の
か
ど
う
か
を
見
た
。

そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
属
性
の
影
響
を
除
外

し
て
も
な
お
、「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労

働
者
」
の
総
労
働
時
間
が
長
い
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
性
別
や
年
齢
や
年

収
や
学
歴
等
が
同
じ
労
働
者
で
、
相
違
点
が

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
か
ど
う

か
と
い
う
二
人
を
比
べ
て
も
、「
時
間
管
理

の
緩
や
か
な
労
働
者
」
の
ほ
う
が
総
労
働
時

間
が
長
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」

の
意
識
と
は
？

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
の
長

時
間
労
働
の
背
後
に
、
仕
事
量
の
多
さ
、
仕

事
の
責
任
の
重
さ
、
仕
事
に
対
す
る
意
欲
な

ど
が
あ
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、

意
欲
が
低
い
の
に
、
責
任
が
重
く
て
、
仕

事
量
も
多
い
の
だ
と
し
た
ら
、「
時
間
管
理

の
緩
や
か
な
労
働
者
」
は
、「
嫌
々
働
か
さ

れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、

仕
事
量
が
多
く
、
責
任
が
重
く
て
も
、
意
欲

が
高
い
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
「
自
ら

す
す
ん
で
働
い
て
い
る
」
と
い
う
解
釈
も
成

立
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
人
は
両
極
に

位
置
す
る
よ
り
も
、
そ
の
範
囲
の
ど
こ
か
に

位
置
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、「
時

間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
の
長
時
間
労

働
の
背
後
に
あ
る
も
の
が
わ
か
れ
ば
、
す
ば

ら
し
い
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
実
証

す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
。
仕
事
量
は
労
働

時
間
に
あ
る
程
度
は
比
例
す
る
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
で
も
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
仕
事
量
を

成
果
と
考
え
れ
ば
、
同
じ
よ
う
な
成
果
を
出

す
に
も
、
き
め
細
か
な
作
業
を
す
る
場
合
と
、

多
少
大
雑
把
に
や
る
場
合
で
は
、
労
働
時
間

の
長
さ
は
ず
い
ぶ
ん
と
変
わ
る
だ
ろ
う
。
仕

事
の
責
任
の
重
さ
だ
っ
て
そ
う
だ
。
会
社
の

中
で
ど
の
程
度
の
責
任
の
重
さ
な
の
か
が
決

ま
っ
て
い
て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
た
い
て
い

の
場
合
、
量
的
に
測
定
で
き
な
い
。
意
欲
は
、

人
に
よ
っ
て
強
弱
が
異
な
る
し
、
時
間
的
に

も
変
化
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
筆

者
が
書
く
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
も
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
捨
象
し
て
分
析
し
た
結

果
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
の
分
析
結
果
の
詳
細
は
、
小
倉
一

哉
・
藤
本
隆
史
・
二
〇
〇
七
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
具
体
的
に
は
、「
責
任
が
重
す
ぎ
る
」

「
仕
事
量
が
多
い
」「
仕
事
・
余
暇
志
向
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の
程
度
に
対
し
て
、
総
労
働
時

間
、
労
働
時
間
の
増
減
、
性
別
、
年
齢
、
年

収
、
学
歴
、
職
種
、
勤
務
先
の
業
種
、
勤
務

先
の
従
業
員
規
模
を
考
慮
し
、そ
の
上
で「
時

間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
か
ど
う
か
が

影
響
を
与
え
て
い
る
か
否
か
を
見
た
。
な
お
、

分
析
に
際
し
て
は
、
五
段
階
ま
た
は
四
段
階

の
感
じ
方
と
い
う
被
説
明
変
数
の
性
質
に
合

わ
せ
て
、
順
序
プ
ロ
ビ
ッ
ト
と
い
う
方
法
を

採
用
し
た
。

結
果
を
簡
潔
に
紹
介
す
る
と
、「
時
間
管

理
」
が
影
響
し
て
い
た
の
は
、
仕
事
・
余
暇

志
向
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
右
に

書
い
た
よ
う
な
様
々
な
属
性
の
影
響
を
同
じ

と
し
て
、
純
粋
に
「
時
間
管
理
」
だ
け
が
違

う
二
人
を
見
た
と
き
、「
責
任
が
重
す
ぎ
る
」

と
「
仕
事
量
が
多
い
」
の
ス
ト
レ
ス
に
対
し

て
は
、
違
い
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。

と
こ
ろ
が
、
仕
事
・
余
暇
志
向
に
つ
い
て

は
、「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
で

あ
る
と
、
よ
り
仕
事
志
向
で
あ
る
と
い
う
結

果
が
得
ら
れ
た
。
年
齢
や
学
歴
や
労
働
時
間

な
ど
が
同
じ
人
で
も
、「
時
間
管
理
の
緩
や

か
な
労
働
者
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
よ
り
仕

事
志
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
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る
。

結
局
、
何
が
い
え
る
の
か

「
時
間
管
理
の
緩
や
か
な
労
働
者
」
が
影

響
し
た
の
は
、
二
種
類
の
ス
ト
レ
ス
で
は
な

く
、
仕
事
・
余
暇
志
向
の
み
で
あ
っ
た
。
管

理
職
や
専
門
職
な
ど
は
、
相
対
的
に
は
仕
事

に
関
す
る
ス
ト
レ
ス
を
あ
ま
り
感
じ
て
お
ら

ず
、
し
か
も
仕
事
志
向
で
あ
り
、
実
際
に
労

働
時
間
も
長
い
と
い
う
結
果
が
出
た
。
管
理

職
や
専
門
職
な
ど
の
人
々
は
、
や
は
り
相
対

的
に
見
れ
ば
「
働
き
者
」
な
の
だ
ろ
う
。
こ

の
こ
と
は
、
日
本
経
済
の
発
展
に
と
っ
て
、

ま
た
働
き
者
の
人
に
と
っ
て
は
好
ま
し
い
結

果
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

る
。「
責
任
が
重
す
ぎ
る
」「
仕
事
量
が
多
い
」

「
仕
事
・
余
暇
志
向
」
の
す
べ
て
に
対
し
て
、

労
働
時
間
の
長
さ
が
明
確
に
影
響
し
て
い
た

の
だ
。
つ
ま
り
、
労
働
時
間
が
長
く
な
る
ほ

ど
、
仕
事
志
向
は
強
ま
る
が
、
他
方
で
こ
れ

ら
の
ス
ト
レ
ス
も
よ
り
強
く
感
じ
る
よ
う
に

な
る
。

結
局
、
時
間
管
理
そ
の
も
の
は
こ
れ
ら
の

ス
ト
レ
ス
に
直
結
し
な
い
よ
う
だ
が
、
労

働
時
間
の
長
さ
は
明
ら
か
に
ス
ト
レ
ス
に
影

響
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ど
の

よ
う
な
働
き
方
で
あ
っ
て
も
、
長
時
間
労
働

は
そ
の
長
さ
に
よ
っ
て
ス
ト
レ
ス
の
度
合
い

を
さ
ら
に
強
め
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

労
働
時
間
管
理
の
柔
軟
性
の
問
題
よ
り
も
、

長
時
間
労
働
そ
の
も
の
が
や
は
り
大
き
な
問

題
な
の
だ
。

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
類
推
す
る
な
ら
ば
、
時
間
管
理
の

柔
軟
性
の
問
題
よ
り
も
、
現
状
の
長
時
間
労

働
を
改
め
る
こ
と
が
優
先
事
項
だ
と
も
い
え

る
。

【
参
考
文
献
】

　

小
倉
一
哉
・
藤
本
隆
史　

二
〇
〇
七　
「
長

時
間
労
働
と
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
」（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー
パ
ー
〇
七
－

〇
一
）

　

島
田
陽
一　

二
〇
〇
六　
「
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
労
働
者
と
労
基
法
四
一
条
二
号
」『
季
刊

労
働
法
』二
一
四
号

　

菅
野
和
夫　

二
〇
〇
七　
『
労
働
法（
第
七

版
補
正
二
版
）』弘
文
堂

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
）　

二
〇
〇
五　
『
諸
外
国
の
ホ
ワ
イ
ト
カ

ラ
ー
労
働
者
に
係
る
労
働
時
間
法
制
に
関
す

る
調
査
研
究
』

　

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ

Ｔ
）　

二
〇
〇
六　
『
働
き
方
の
現
状
と
意
識

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
』

大原社会問題研究所雑誌 
No.584 2007.7

発行／法政大学大原社会問題研究所  
発売／法 政 大 学 出 版 局  

〒194-0298　東京都町田市相原町4 3 4 2　tel.0427-83-2307
〒162-0843　東京都新宿区市谷田町2-14-1　tel.03-5228-6271

【特集】オ－ストラリアの労働運動と労働党
　労働運動と新しい社会運動 V.バーグマン／鈴木玲訳
　規制緩和という根の規制強化 長峰登記夫
　オーストラリア労働党の過去、現在、未来 杉田弘
■講演
　地方労働組合評議会 (CLC) と労働者階級の力 I. ネス／鈴木玲訳
■書評と紹介
　粕谷信次著
　　『社会的企業が拓く市民的公共性の新次元』 富沢賢治
　李尚波著『女子大学生の就職意識と行動』 森永康子
　秋山清著『秋山清著作集』 梅田俊英
　社会・労働関係文献月録 法政大学大原社会問題研究所
　月例研究会
　所　報　2007年3月

写真と本文は関係ありません


